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●�

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
固

定
資
産
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正 

　
地
域
再
生
法
第
17
条
の
６
の
地
方

公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
群
馬
県
の
計
画
認
定

期
限
が
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
延

長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
と
の
説
明
。 

　
市
内
企
業
か
ら
地
方
活
力
向
上
地

域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
提

出
は
あ
る
か
と
の
質
疑
に
対
し
、
現

状
把
握
し
て
い
な
い
と
の
答
弁
あ

り
。 

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
挙

手
全
員
に
よ
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
。 

●�

「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実

施
中
止
を
求
め
る
意
見
書
」
を
政

府
に
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
請

願
書

　
約
２
４
８
０
億
円
の
増
収
の
根
拠

は
と
の
質
疑
に
対
し
、
売
り
上
げ

１
０
０
０
万
円
以
下
の
免
税
業
者
に

関
す
る
財
務
省
の
試
算
と
の
説
明
あ

り
。ま
た
、
委
員
か
ら
日
本
税
理
士

会
連
合
会
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
撤

回
で
は
な
く
免
税
事
業
者
へ
支
払
っ

た
消
費
税
８
割
の
仕
入
れ
税
額
控
除

の
当
面
維
持
を
提
案
し
て
い
る
と
の

意
見
あ
り
。 

　
採
決
の
結
果
、
挙
手
な
し
に
よ
り

不
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
定
。

こんな議論がされました

Pick
up!

Pick
up!

Pick
up!

全ての
議案を

可決

可決

不採択 審
査
し
た
議
案
（
３
件
）

審
査
し
た
請
願
（
１
件
）

○
税
条
例
等
の
一
部
改
正 

○ 

地
方
活
力
向
上
地
域
に

お
け
る
固
定
資
産
税
の

課
税
の
特
例
に
関
す
る 

条
例
の
一
部
改
正 

○ 

過
疎
対
策
の
た
め
の
市 

税(

固
定
資
産
税)

の
課

税
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

○ 

「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
実
施
中
止
を
求

め
る
意
見
書
」
を
政
府

に
送
付
す
る
こ
と
を
求

め
る
請
願
書

　
本
委
員
会
は
執
行
部
出
席
の

も
と
９
月
20
日
に
開
催
し
た
。

市
民
福
祉
常
任
委
員
会

固定資産税に係る不均一課税の適用期限が
延長されます

○ 

建
築
基
準
法
関
係
手
数

料
条
例
の
一
部
改
正

こんな議論がされました

審
査
し
た
議
案
（
１
件
）

経
済
建
設
常
任
委
員
会

建築基準法の改正により関係条例の
引用規定を改めます

　
本
委
員
会
は
執
行
部
出
席
の

も
と
９
月
21
日
に
開
催
し
た
。

●�

建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
条
例
　

の
一
部
改
正

　
建
築
基
準
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
条
例
の
中
で
引
用
し
て
い

る
建
築
基
準
法
の
規
定
に
項
ず
れ
が

生
じ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
改
め
る

も
の
と
の
説
明
。

　
質
疑
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結

果
、
挙
手
全
員
に
よ
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。

　
建
築
基

準
法
改
正

に
よ
り
、

建
築
基
準

法
関
係
手

数
料
条
例

で
規
定
し

て
い
る
「
仮
設
建
築
物
の
建
築

許
可
」
お
よ
び
「
興
行
場
等
の

使
用
許
可
」
に
関
す
る
審
査
手

数
料
に
つ
い
て
、
引
用
し
て
い

る
法
の
「
項
」
が
繰
り
下
げ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
建
築
基
準

法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
６
の

適
用
条
項
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

ここに
注目！

みどモス
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審
査
し
た
議
案
（
３
件
）

○ 

職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
○ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改

正 

○ 

過
疎
地
域
持
続
的
発
展

計
画
の
一
部
変
更 

こんな議論がされました

　
本
委
員
会
は
執
行
部
出
席
の

も
と
９
月
22
日
に
開
催
し
た
。

全ての
議案を

可決

●�

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
人
事
院
規
則
等
が
改
正
さ
れ
、
育

児
休
業
の
取
得
回
数
制
限
の
緩
和
な

ど
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
改
正
を
行
う

も
の
と
の
説
明
。

　
今
後
、
積
極
的
に
育
児
休
暇
な
ど

を
取
得
す
る
職
員
が
増
え
て
く
る
の

で
は
と
の
質
疑
に
対
し
、
男
性
職
員

も
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
き
は
育
児

休
業
を
取
る
と
い
う
こ
と
が
常
識
化

し
て
い
く
よ
う
に
、
周
知
活
動
を
広

く
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
取
り
や

す
い
職
場
環
境
を
構
築
し
て
い
き
た

い
と
の
答
弁
あ
り
。

　
討
論
と
し
て
、
育
児
休
業
な
ど
の

取
得
率
が
上
が
っ
て
、
職
員
が
生
き

生
き
と
働
き
な
が
ら
子
育
て
も
で
き

る
よ
う
な
職
場
環
境
を
つ
く
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
の
賛
成
討
論
あ
り
。

　
採
決
の
結
果
、
挙
手
全
員
に
よ
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
。

●�

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
改

正
に
よ
り
、
被
用
者
保
険
の
適
用
対

象
で
あ
る
非
常
勤
職
員
が
地
方
職
員

共
済
組
合
員
に
な
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
非
常
勤
職
員
は
共
済
組
合
が

行
う
短
期
給
付
福
祉
事
業
の
適
用
対

象
と
な
る
た
め
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
給
与
か
ら
福
祉
事
業
に
係
る
積

立
金
な
ど
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
必
要
な
規
定
を
設
け
る
も
の

と
の
説
明
。

　
社
会
保
険
か
ら
共
済
保
険
に
変
わ

る
こ
と
に
よ
り
本
人
の
負
担
が
増
え

る
が
、
将
来
の
補
償
も
増
え
る
の
か

と
の
質
疑
に
対
し
、
新
た
に
適
用
に

な
る
方
に
つ
い
て
は
、
負
担
増
に
な

る
が
、
将
来
も
ら
え
る
年
金
額
は
増

え
る
と
の
答
弁
あ
り
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
挙

手
全
員
に
よ
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
。

●�

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
の
一

部
変
更

　
令
和
４
年
４
月
１
日
付
で
新
た
に

過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
旧
大

間
々
町
区
域
に
お
け
る
現
況
と
問
題

点
、
事
業
計
画
な
ど
の
追
加
に
伴
う

変
更
を
行
う
も
の
と
の
説
明
。

　
令
和
５
年
の
計
画
変
更
に
向
け
た

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
市
民
や
団
体

か
ら
の
意
見
を
徴
取
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
を
行
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
対
象

に
な
る
市
民
や
団
体
、
ま
た
、
ア
ン

ケ
ー
ト
を
行
っ
た
人
数
は
と
の
質
疑

に
対
し
、
無
作
為
に
抽
出
し
た
３
０

０
０
人
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
て
お
り
、
区
長
会
、
商
工
会
、

そ
れ
か
ら
子
育
て
世
代
と
し
て
は
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
な
ど
の
意
見
を
直
接

伺
い
た
い
と
の
答
弁
あ
り
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
挙

手
全
員
に
よ
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
。

Pick
up!

Pick
up!

Pick
up!

総
務
文
教
常
任
委
員
会

育児休業の取得回数制限の緩和などに
ついて、条例が改正されます


